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山岳等受入環境改善等事業費補助金交付要綱  

 
制  定 令和８年５月 21 日  環自国発第 2605214 号  

 
 
（通則）  
第１条 山岳等受入環境改善等事業費補助金（以下「補助金」という。）の交付について

は、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和３０年法律第１７９号。以

下「適化法」という。）、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令（昭

和３０年政令第２５５号。以下「適化法施行令」という。）によるほか、この交付要綱

の定めるところによる。  
２ この交付要綱に定めのない細目については、環境省自然環境局長が別に定める山岳等

受入環境改善等事業費実施要領（以下「実施要領」という）によるものとする。  
 
（交付の目的）  
第２条 この補助金は、都道府県、市町村、団体（以下「事業者」という。）が、国立公

園等において山岳環境の保全等を推進するために必要な事業を実施し、訪日外国人旅行

者数の増加及び訪日外国人旅行者の地域での体験滞在の満足度を向上させることを目的

とする。  
 
（事業者）  
第３条 前条に規定する事業者とは、実施要領に定める要件を満たしている者であること。 
 
（交付の対象となる事業）  
第４条 自然公園法（昭和３２年法律第１６１号）第２条第１項第１号に定める国立公園

及び国定公園内において、山岳利用のインバウンド受入環境整備に資する山岳等の受入

環境改善等を図るための事業であって、実施要領に定める事業であること。  
 
（交付の対象）  
第５条 環境大臣は、前条に掲げる事業に要する経費のうち、補助金の対象として環境大

臣が認める経費（以下「補助対象経費」という。）について、予算の範囲内において補

助金を交付する。  
 
（交付額の算定方法）  
第６条 この補助金の交付額は次の各号に定める方法により算出するものとし、交付額の

算定に当たって、当該補助事業における仕入れに係る消費税等相当額（補助対象経費に

含まれる消費税及び地方消費税のうち、消費税法（昭和６３年法律第１０８号）に規定

する仕入れに係る消費税額として控除出来る部分の金額と当該金額に地方税法（昭和２

５年法律第２２６号）に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を

乗じて得た金額をいう。（以下「消費税相当額」という。））があり、かつ、その金額

が明らかな場合は、これを減額して算出しなければならない。ただし、算出時において

当該消費税相当額が明らかでない場合については、この限りでない。  
（１）総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額を算出する。  
（２）前号と別表第１の第３欄に掲げる補助対象経費とをそれぞれ比較して少ない方の額  
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 を選定し、２分の１を乗じて得た額とする。  
 ただし、算出された額に１，０００円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てる

ものとする。なお、補助対象経費の内容については別表第２を参照すること。  
 
（申請手続）  
第７条 この補助金の交付申請は、様式１による交付申請書を別に定める日までに環境大

臣に提出して行うものとする。  
 
（交付決定の通知）  
第８条 環境大臣は、前条の規定による申請書の提出があった場合には、これを審査し、

適当と認めるときは交付決定を行い、様式２による交付決定通知書を事業者に送付する

ものとする。  
 
（申請の取り下げ）  
第９条 事業者は、交付決定の内容又はこれに付された条件に対して不服があり、補助金

の交付申請を取り下げようとするときは、交付決定の日から起算して１５日以内にその

理由を付した書面をもって環境大臣に提出しなければならない。  
 
（変更交付申請手続）  
第１０条 補助金の交付決定を受けた者（以下「補助事業者」という。）は、この補助金

の交付決定後の事情の変更により申請の内容を変更して交付額の変更申請を行う場合に

は、速やかに様式３による申請書を環境大臣に提出しなければならない。  
 
（計画変更の承認）  
第１１条 事業者は、次の各号の一に該当するときは、あらかじめ様式４による申請書を

環境大臣に提出し、その承認を受けなければならない。  
（１）補助事業の内容について、実施する場所及び事業内容の変更をする場合  
（２）別表第１の第２欄に定める補助対象経費相互間の経費の配分の変更（変更前のそれ

ぞれの配分額の２０％以内の変更を除く。）をする場合  
 ただし、前号の補助事業の内容の変更に伴い経費の配分変更をする場合は、補助事

業の内容の変更の手続きをもって、これに替えるものとする。  
２ 大臣は前項の承認をする場合には、必要に応じ交付決定の内容を変更し、または条件

を付すことができる。  
 
（補助事業の中止または廃止）  
第１２条 事業者は、補助事業の全部若しくは一部を中止し、又は廃止しようとする場合

には、様式５による申請書を環境大臣に提出して承認を受けなければならない。  
 
（補助事業の遅延の届出）  
第１３条 事業者は、補助事業が予定の期間内に完了することができないと見込まれる場

合又は補助事業の遂行が困難となった場合には、速やかに様式６による報告書を環境大

臣に提出して、その指示を受けなければならない。ただし、変更後の完了予定期日が当

該年度を越えないで、かつ、当初の完了予定期日後２か月以内である場合はこの限りで

ない。  
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（状況報告）  
第１４条 事業者は、補助事業の遂行又は支出状況について環境大臣の要求があったとき

は、遅滞なく様式７による状況報告書を環境大臣に提出しなければならない。  
 
（事業者の合併・分割又は名称もしくは住所の変更）  
第１５条 事業者は、補助金の額の確定が行われるまでの間において、合併・分割又は名

称もしくは住所の変更が生じたときは、遅滞なく環境大臣に報告しなければならない。  
 
（実績報告書）  
第１６条 事業者は、補助事業を完了したとき（第１２条の規定に基づく補助事業の中止

又は廃止の承認を受けたときを含む。）は、事業を完了した日（補助事業の中止又は廃

止の承認を受けた日）から起算して３０日を経過した日又は翌年度の４月１０日のいず

れか早い日までに様式８による報告書を環境大臣に提出しなければならない。  
２ 事業者は、第６条第１項ただし書の定めるところにより交付額を算出した場合におい

て、実績報告を提出するに当たって、当該補助金に係る消費税相当額が明らかになった

場合には、これを補助金の額から減額して報告しなければない。  
 
（補助金の額の確定等）  
第１７条 環境大臣は、前条の報告を受けた場合には、報告書等の書類の審査及び必要に

応じて現地調査等を行い、その報告に係る補助事業の実施結果が補助金の交付の決定の

内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し

て、様式９による交付額確定通知書により事業者に通知するものとする。  
２ 環境大臣は、事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、補助事業に要

した経費を超える補助金が交付されているときは、その超える部分の補助金の返還を命

ずるものとする。  
３ 前項の補助金の返還期限は、当該命令のなされた日から２０日以内とする。  
４ 環境大臣は、前項の返還期限内に補助金に相当する額の納付がない場合には、未納に

係る金額に対して、その未納に係る期間に応じて年利 10.95％の割合で計算した延滞金

を徴するものとする。  
 
（補助金の支払）  
第１８条 補助金は、前条の規定により交付すべき補助金の額を確定した後に支払うもの

とする。ただし、真に必要があると認められる経費については、概算払いをすることが

できる。  
２ 事業者は、前項の規定により補助金の支払いを受けようとするときは、様式１０によ

る請求書を環境大臣に提出しなければならない。  
 
 
（交付決定の取消等）  
第１９条 環境大臣は、第１２条の補助事業の中止又は廃止の申請があった場合及び次の

各号のいずれかに該当する場合には、交付決定の全部もしくは一部の取り消し又は変更

することができる。  
（１）事業者が適化法、適化法施行令その他の法令若しくは本要綱の規定違反したことに

より環境大臣の指示を受け、この指示に従わない場合。  
（２）事業者が、補助金を補助事業以外の用途に使用した場合。  
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（３）事業者が、補助事業に関して不正、怠慢、その他不適当な行為をした場合。  
（４）前三号に掲げる場合のほか、交付決定後に生じた事情の変更などにより、補助事業

の全部又は一部を継続する必要が無くなった場合。  
２ 環境大臣は、前項の規定により交付決定の取消しを行った場合は、交付した補助金の

全部又は一部の返還を命ずるものとする。  
３ 環境大臣は、前項の返還を命ずる場合には、第１項第４号の規定する場合を除きその

命令に係る補助金の受領の日から納付日までの期間に応じて、年利 10．95％の割合で計

算した加算金の納付を併せて命ずるものとする。  
４ 第２項に基づく補助金の返還については、第１７条第３項及び第４項の規定を準用す

る。  
 
（財産の管理等）  
第２０条 事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産（以下「取得財産

等」という。）については、補助事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもっ

て管理し、補助金の交付の目的に従って、その効率的運用を図らなければならない。  
２ 事業者は、取得財産等について、様式１１による取得財産等管理台帳を備え、管理し

なければならない。  
３ 環境大臣は、事業者が取得財産等を処分することにより収入があり、又はあると見込

まれるときは、その収入の全部又は一部を国に納付させることができる。  
 
（財産の処分の制限）  
第２１条 取得財産等のうち、適化法施行令第１３条第４号及び第５号の規定に基づき環

境大臣が定める処分を制限する財産は、取得価格又は効用の増加価格が単価５０万円以

上の機械器具、備品及びその他重要な財産とする。  
２ 適化法第２２条に定める財産の処分を制限する期間は、減価償却資産の耐用年数等に

関する省令（昭和４０年大蔵省令第１５号）を勘案して、大臣が別に定める期間とする。 
３ 事業者は、前項の規定により定められた期間内において、処分を制限された取得財産

を処分しようとするときは、あらかじめ環境省所管の補助金等で取得した財産の処分承

認基準について（平成２０年５月１５日付け環境会発第 080515002 号）に定める別紙様

式１による申請を、また包括承認事項に係るものについては別紙様式２による申請書を

環境大臣に提出し、その承認を受けることなしに、この補助金の交付の目的に反して使

用し、譲渡し、交換し、貸し付け又は担保に供してはならない。  
４ 前条第３項の規定は、前項の承認をする場合において準用する。  
５ 前項の納付については、第１７条第３項及び第４項の規定を準用する。  
 
（補助金の経理等）  
第２２条 事業者は、補助事業の経費についての収支簿を備え、他の経理と明確に区分し

て補助事業の収入額及び支出額を記載し、補助金の使途を明らかにしておくとともに、

支出額について、その支出内容を証する書類を整備しておかなければならない。  
２ 事業者は、前項の帳簿その他の証拠書類を補助完了後５年間保管しておかなければな

らない。  
３ 環境大臣は、必要があると認めるときは、事業者に対し、その補助金の経理について

調査し、若しくは指導し、又は報告を求めることができる。  
 
（消費税相当額の確定）  
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第２３条 補助事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及

び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合は、様式１２により速やかに報告しな

ければならない。なお、環境大臣は報告があった場合には、当該消費税及び地方消費税

に係る仕入控除税額の返還を命ずるものとする。  
２ 前項の納付については、第１７条第３項及び第４項の規定に準用する。  
 
（補助事業の表示）  
第２４条 補助事業により整備された施設、機械器具には、環境省の補助事業である旨、

明示しなければならない。  
 
（標準処理期間）  
第２５条 環境大臣は、第７条又は第１０条に規定する申請書が到達した日から起算して、

原則として２か月以内に交付の決定を行うものとする。  
 
（補助事業の繰越）  
第２６条 補助事業は、当該年度内に完了しなければならない。ただし、交付決定後止む

を得ない事由のため、事業期間内に着手し、竣工の見込みがなくなった場合は様式１３

による報告書を作成し、これを当該年度の３月１０日までに環境大臣に提出して、その

指示を受けなければならない。  
 
（電子情報処理組織による申請等）  
第２７条 事業者は、第７条の規定に基づく交付の申請、第９の規定に基づく申請の取下

げ、第１０条の規定に基づく変更交付の申請、第１１条第１項の規定に基づく計画変更

の申請、第１２条の規定に基づく中止又は廃止の申請、第１３条の規定に基づく事業遅

延の届出、第１４条の規定に基づく状況報告、第１５条の規定に基づく名称等の変更報

告、第１６条第１項の規定に基づく実績報告、第１８条第２項の規定に基づく支払請求、

第２１条第３項の規定に基づく財産の処分の承認申請、第２３条第１項の規定に基づく

消費税相当額の確定に伴う報告、又は第２６条の規定に基づく補助事業の繰越に係る報

告（以下「交付申請等」という。）については、電子情報処理組織を使用する方法（適

正化法第２６条の２及び３の規定に基づき環境大臣が定めるものをいう。）により行う

ことができる。  
 
（電子情報処理組織による通知等）  
第２８条 環境大臣は、前条の規定により行われた交付申請等に係る通知、承認、指示又

は命令について、当該通知等を電子情報処理組織を使用する方法により行うことができ

る。  
 
（その他）  
第２９条 特別の事情により、第６条、第７条、第９条、第１０条、第１３条及び第１６

条に定める算定方法又は手続等によることができない場合には、あらかじめ環境大臣の

承認を受けて、その定めるところによるものとする。  
２ この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関するその他必要な事項は、環境大臣

が別に定めるものとする。  
 
（附則）  
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本要綱は、令和８年５月 21 日から施行する。  
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別表第１  
 

１事業区分  
 

２基準額  
 

３補助対象経費  
 
山岳等受入環境

改善等事業  

 
環境大臣が必要と

認めた額  
 
 

 
 事業を行うために必要な本工事費、付帯工事費、

機械器具費、測量及試験費及び事務費並びにその

他必要な経費で環境大臣が承認した経費  
 

 
 
別表第２  

 
１ 区分  

 
２ 費目  

 
３ 細分  

 
４ 内容  

 
工事費  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
本工事費  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
（直接工事費） 
材料費  
 
 
 
 
 
 
 
労務費  
 
 
 
 
 
 
直接経費  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（間接工事費） 
共通仮設費  
 
 

 
 
 事業を行うために直接必要な材料の購入費

をいい、これに要する運搬費、保管料を含むも

のとする。この材料単価は、建設物価（建設物

価調査会編）、積算資料（経済調査会編）等を

参考のうえ、事業の実施の時期、地域の実態及

びその他事業との関連を顧慮して事業実施可

能な単価とし、根拠となる資料を添付するこ

と。  
 本工事に直接必要な労務者に対する賃金等

の人件費をいう。この労務単価は、毎年度農林

水産、国土交通の２省が協議して決定した「公

共工事設計労務単価表」を準用し、事業の実施

の時期、地域の実態及び他事業との関連を考慮

して事業実施可能な単価とし、根拠となる資料

を添付すること。  
 事業を行うために直接必要とする経費であ

り、次の費用をいう。  
①特許権使用料（契約に基づき使用する特許の

使用料及び派出する技術者等に要する費

用）、  
②水道、光熱、電力料（事業を行うために必要

な電力電灯使用料及び用水使用料）、  
③機械経費（事業を行うために必要な機械の使

用に要する経費（材料費、労務費を除く。） 
 
次の費用をいう。  
①事業を行うために直接必要な機械器具等の

運搬、移動に要する費用、  
②準備、後片付け整地等に要する費用、  
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設備費  
 
 
 
 
業務費  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
付帯工事費  
 
 
 
機械器具費  
 
 
 
 
測量 及 試験

費  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
設備費  
 
 
 
 
業務費  

 
 
 
 
現場管理費  
 
 
 
一般管理費  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

③機械の設置撤去及び仮道布設現道補修等に

要する費用、  
④技術管理に要する費用  
⑤交通の管理、安全施設に要する費用  
 請負業者が事業を行うために直接必要な現

場経費であって、労務管理費、水道光熱費、消

耗品費、通信交通費その他に要する費用をい

い、類似の事業を参考に決定する。  
 請負業者が事業を行うために直接必要な法

定福利費、修繕維持費、事務用品費、通信交通

費をいい、類似の事業を参考に決定する。  
 
 本工事費に付随する直接必要な工事費に要

する必要最小限度の範囲で、経費の算定方法は

本工事費に準じて算定すること。  
 
 事業を行うために直接必要な建築用、小運搬

用その他工事用機械器具の購入、借料、運搬、

据付け、撤去、修繕及び製作に要する経費をい

う。  
 
 事業を行うために直接必要な調査、測量、基

本設計、実施設計、工事監理及び試験に要する

経費をいう。また、事業者が直接、調査、測量、

基本設計、実施設計、工事監理及び試験を行う

場合においてこれを要する材料費、労務費、労

務者保険料等の費用をいい、請負又は委託によ

り調査、測量、基本設計、実施設計、工事監理

及び試験を施工する場合においては請負費又

は委託料の費用をいう。  
 
 
事業を行うために直接必要な設備及び機器の

購入並びに購入物の運搬、調整、据付け等に要

する経費をいう。  
 
 
事業を行うために直接必要な機器、設備又はシ

ステム等に係る調査、設計、製作、試験及び検

証に要する経費をいう。また、補助事業者が直

接、調査、設計、製作、試験及び検証を行う場

合においてこれに要する材料費、人件費（都道

府県、市町村、地方自治体法第  281 条第１項

の特別区及び第  284 条第１項の地方公共団体

の組合が事業を実施する場合は、常勤職員の人
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件費を除く。）、諸謝金、旅費、備品費、水道

光熱費、消耗品費、借料及び損料、会議費、通

信運搬費その他に要する費用をいい、請負又は

委託により調査、設計、製作、試験及び検証を

行う場合においては請負費又は委託料の費用

をいう。  
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様式１（第７条関係） 
 

識別番号  
 

番      号 
令和 年 月 日 

 
 
 
     環 境 大 臣  殿 
 
 
 
                補助事業者 住    所 
                      氏名又は名称 
                      代表者の職・氏名           

 
 
 

令和  年度 山岳等受入環境改善等事業費補助金交付申請書 
 
 標記の補助金に係る事業を実施したいので、山岳等受入環境改善等事業費補助金交付要

綱（令和〇年〇月〇日付け環自国発第〇号）第７条の規定に基づき、次のとおり補助金の

交付を願いたく、関係書類を添えて申請する。 
 
 
    １．国庫補助申請額              金        円也 
    （うち消費税及び地方消費税相当額           円） 
 
  ２．補助金所要額調書 （別紙１）    
 
  ３．事業計画書 （別紙２） 
 
  ４．本件責任者及び担当者の氏名、連絡先等 
  （１）責任者の所属部署・職名・氏名 
  （２）担当者の所属部署・職名・氏名 
  （３）連絡先（電話番号・Ｅメールアドレス） 
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（別紙１） 

補 助 金 所 要 額 調 書 
                                              
 
 
                                                   補助事業者 住    所 
                                                         氏名又は名称 
                                                         代表者の職・氏名  
                                                                   
 
 （事業名：                              ）                                                      （単位：円） 

 

 総事業費 

 

 

  （Ａ) 

 

 

寄付金その

他の収入額 

 

     (Ｂ) 

 

 

 差 引 額 

 

(Ｃ) ＝ 

(Ａ)－(Ｂ) 

 

 

補助対象経費

の支出予定額 

 

   （Ｄ） 

 

 

 基 準 額 

 

 

  （Ｅ） 

 

 

 選 定 額 

 

 

  （Ｆ） 

 

 

国庫補助基

本額 

 

  （Ｇ） 

 

 

補助率 

 

 

（Ｈ） 

 

 

国庫補助所要額 

 

 

（Ｉ）＝(Ｇ)×

(Ｈ) 

 

仕入に係る消

費税等相当額 

  （Ｊ） 

 

 

 

 要国庫補助金額 

 

 

（Ｋ）＝(Ｉ)－

(Ｊ) 

 

 

 備   考 

 

 

 

 

            

 
責任者の所属部署・職名・氏名 
担当者の所属部署・職名・氏名 
連絡先（電話番号・Ｅメールアドレス） 

 
（注）１．「総事業費」欄には、（ ）書きで事業区分を記入の上、補助事業に要するすべての経費を記入すること。 

             ２．「基準額」欄には、環境大臣が必要と認めた額を記入すること。 
             ３．「選定額」欄は、（Ｄ）欄と（Ｅ）欄とを比較して少ない方の額を記入すること。 
             ４．「国庫補助基本額」欄は、（Ｃ）欄と（Ｆ）欄とを比較して少ない方の額を記入すること。 
             ５．「国庫補助所要額」欄は、（Ｇ）欄に記載された額に（Ｈ）欄の補助率を乗じて得た額を記入すること。 
             ６．（Ｊ）欄には当該補助金に係る仕入に係る消費税等相当額が明らかな場合については、その額を記入すること。ただし、当該消費税等相当額がない場合には、 
          備考欄に「該当無」と、明らかでない場合には「未確定」と記入すること。 
             ７． 各欄とも消費税及び地方消費税相当分を含んだ額とすること。 
       ８．「要国庫補助金額」欄は、算出された額に 1,000 円未満の端数が生じた場合にはこれを切り捨てるものとする。
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（別紙２） 
事 業 計 画 書 

 
 

記載項目 記入欄 

申請者名  

公園名（地種等）  

公園事業の名称及び住所  

公園事業執行者名  

維持管理協定先の有無 

（有の場合、締結先の事業者名及び住所） 
 

事業実施の目的  

事業内容（施工方法、規模、予算等）  

実施方法  

実施期間  

関係法令等の手続き状況  

備考  

 

 

（注）１．本様式は、交付要綱第４条に掲げる事業について作成すること  

   ２．次の書類を添付すること。 

        ①補助対象区域の位置図、事業内容の詳細が分かる補足説明資料 

      ※整備実施の場合は設計図等の出来高が分かる資料を含む 

      ②事業費の内訳書 

         ③事業実施する場所の現況写真 
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様式２（第８関係） 
識別番号  

                               第      号 
 

令和 年度山岳等受入環境改善等事業費補助金交付決定通知書 
 

補助事業者 
 
 令和 年 月 日付けで申請のあった令和  年度補助金については、補助金等に係る

予算の執行の適正化に関する法律（昭和３０年法律第１７９号。以下「適正化法」とい

う。）第６条第１項の規定により、次のとおり交付することに決定したので、適正化法第

８条の規定により通知する。 
 
令和 年 月 日 
                                  環 境 大 臣     ○ ○ ○ ○ 
 
１ この補助金の交付の対象となる事業（以下「補助事業」という。）は、通知の別紙

「山岳等受入環境改善等事業費補助金交付要綱」（令和〇年〇月〇日環自国発第〇号。

以下「交付要綱」という。）第４条に定める事業であり、その内容は令和  年 月 日

付け第 号申請書記載のとおりである。 
 
２ 補助事業に要する経費及び補助金の額は、次のとおりである。 
  ただし、補助事業の内容が変更された場合において、補助事業に要する経費または補

助金の額が変更されるときは、別に通知するところによるものとする。 
 

事業に要する経費   金        円 
補 助 金 の 額   金        円 

 
３ 補助事業者は、適正化法及び同法施行令（昭和３０年政令第２５５号）並びに交付要

綱に従わなければならない。 
 
４ この補助金の額の確定は、交付要綱第６条に定める交付額の算定方法により行うもの

である。 
 
５ この交付決定の内容又は条件に不服がある場合における交付要綱第９条に定める申請

の取り下げをすることが出来る期間は、令和○○年○○月○○日までとする。 
                       （交付決定日より１５日後） 
 
６ 政治資金規正法第２２条の３第１項の規定により、国から一定の補助金等（試験研究、

調査又は災害復旧に係るものその他性質上利益を伴わない補助金等が寄付制限の例外）
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の交付金の決定の通知を受けた日から１年間、政治活動に関する寄付をすることができ

ないこととされているが、本補助金は政治資金規正法第２２条の３第１項による寄付制

限の例外（試験研究、調査又は災害復旧に係るものその他性質上利益を伴わないもの）

に該当するものと判断している。 
 
（本件担当官の氏名、連絡先等） 

 担当官の所属部署・職名・氏名連絡先（電話番号・Ｅメールアドレス） 
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様式３（第１０条関係） 

                               番      号 

                                                         令和 年 月 日 

 

 

         環 境 大 臣  殿 

 

 

                補助事業者 住    所 

                      氏名又は名称 

                      代表者の職・氏名           

                                  

令和 年度山岳等受入環境改善等事業費補助金変更交付申請書 

 

 令和 年 月 日付け環自国発第 号をもって交付の決定を受けた令和 年度山岳等受

入環境改善等事業費補助金に係る国庫補助申請額を次のとおり変更したいので、山岳等受

入環境改善等事業費補助金交付要綱（令和〇年〇月日付け環自国発第〇号）第１０条の規

定により関係書類を添えて申請する。 

 

 

１．国庫補助変更申請額        金           円也 

     （うち消費税額及び地方消費税相当額          円） 

 

２．変更の内容 

 

３．変更の理由 

 
４．本件責任者及び担当者の氏名、連絡先等 
 （１）責任者の所属部署・職名・氏名 
 （２）担当者の所属部署・職名・氏名 
 （３）連絡先（電話番号・Ｅメールアドレス） 
 
（注）１．１の金額欄の上部に（ ）書きで交付決定額を記入すること。 
      ２．添付書類は様式１、別紙１、２，に準じて作成すること。なお、変更部分を２

段書きとし、上段に（ ）書きで変更前の数値を記載すること。 
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様式４（第１１条関係） 
                               番      号 
                                                         令和 年 月 日 

環 境 大 臣  殿 
 
                補助事業者 住    所 
                      氏名又は名称 
                      代表者の職・氏名          
 

                          計画  

令和 年度山岳等受入環境改善等事業        変更承認申請書 

経費配分 

 

計画 

令和 年度山岳等受入環境改善等事業に係る        を次とおり変更した 

経費分配  

                                                       

いので、山岳等受入環境改善等事業費補助金交付要綱（令和  年  月  日付け環自国 
 
                     １ 
発第 号）第１１条        の規定により承認願いたく関係書類を添えて申請する。   
                     ２ 
 
１．変更の内容 
    （経費名） 
 
２．変更の理由 
 
３．本件責任者及び担当者の氏名、連絡先等 
 （１）責任者の所属部署・職名・氏名 
 （２）担当者の所属部署・職名・氏名 
 （３）連絡先（電話番号・Ｅメールアドレス） 
 
（注）１．経費の配分の変更の場合には、「１．変更の内容」の欄に経費ごとの変更後の

基本額を記載することとし、上部に（ ）書きにより当初の基本額を記入する
こと。 

   ２．１の金額欄の上部に（ ）書きで交付決定額を記入すること。 
      ３．添付書類は様式１、別紙１、２，に準じて作成すること。なお、変更部分を２

段書きとし、上段に（ ）書きで変更前の数値を記載すること。       
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様式５（第１２条関係） 

 
                               番      号 
                                                           令和  年 月 日 
 
         環 境 大 臣  殿 
 
                補助事業者 住    所 
                      氏名又は名称 
                      代表者の職・氏名           
                               

令和 年度山岳等受入環境改善等事業中止（廃止）承認申請書 
 
 令和 年 月 日付け環自国発第 号で交付決定の通知を受けた山岳等受入環境改善等

事業を次のとおり中止（廃止）したいので、山岳等受入環境改善等事業費補助金交付要綱

（令和〇年〇月〇日付け環自国発第〇号）第１２条の規定により承認願いたく関係書類を

添えて申請する。 
 
１．中止（廃止）を必要とする理由 
 
２．中止の期間 
 
３．中止（廃止）が補助事業に及ぼす影響 
 
４．中止（廃止）後の措置 
 
５．本件責任者及び担当者の氏名、連絡先等 
 （１）責任者の所属部署・職名・氏名 
 （２）担当者の所属部署・職名・氏名 
 （３）連絡先（電話番号・Ｅメールアドレス） 

 
（注） 中止（廃止）までに実施した事業の内容を記載した事業の内容を記載した書類及

び様式１の別紙２に中止（廃止）前の額を、中止（廃止）後の額の上部に（ ）

書きにより併記すること。 
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様式６（第１３条関係） 

 
                               番      号 
                                                           令和 年 月 日 
         環 境 大 臣  殿 
 
                補助事業者 住    所 
                      氏名又は名称 
                      代表者の職・氏名           
 

令和 年度山岳等受入環境改善等事業事業遅延報告書 
 
 令和 年 月 日付け環自国発第  号で交付決定の通知を受けた山岳等受入環境改善

等事業の遅延について、山岳等受入環境改善等事業費補助金交付要綱（令和〇年〇月日付

け環自国発第〇号）第１３条の規定により、下記のとおり指示を求めます。 
 
 

１．事故に対して採った措置 

２．遅延が補助事業に及ぼす影響 

３．遅延に係る金額 

４．補助事業の遂行及び完了の予定 

５．本件責任者及び担当者の氏名、連絡先等 

 （１）責任者の所属部署・職名・氏名 

 （２）担当者の所属部署・職名・氏名 
 （３）連絡先（電話番号・Ｅメールアドレス） 
 
（注） 事業の進捗状況を示した工程表を、当初と変更後を対比できるように作成し、添

付すること。 
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様式７（第１４条関係）  
 

令和 年度山岳等受入環境改善等事業状況報告（ 年 月 日現在）  
 
 
              補助事業者 住    所  
                                                 氏名又は名称  
                                                 代表者の職・氏名  
 
  （事業名：         ）   
                                                単位：千円（千円未満四捨五入）  

 
 
 （事業区分）  
   補助事業者  

 

 
 
  工 期  

 

 

 
 
  総事業費  

 

 

 
 
補助対象額  

 
     A 

契 約 済 額 支 出 済 額 支 出 予 定 額 

 
 

B 

 
 

B／A 

 
 

C 

 
 

C／A 
 

１／四  

 

 
２／四  

 

 
３／四  

 

 
４／四  

 

     

 

%  % 

 

    

     計            
                                                                                      責任者の所属部署・職名・氏名  
  （注）１．「事業区分」は、第４条に掲げる事業名を記入すること。                担当者の所属部署・職名・氏名  
        ２．「工期」欄は、実際の着手及び完了予定を記入すること。                連絡先（電話番号・Ｅメールアドレス）  
        ３．「契約済額」「支出済額」「支出予定額」の各欄は、補助対象額について記入すること。  
        ４．補助事業に係る事務費等請負契約の対象とならない経費については、支出を行ったときに当該支出額を契約済額及び支出済額として整理する。  
        ５．％は小数点以下１位まで掲げるものとし、２位以下は切り捨てる。  
        ６．「支払予定額」欄は、事業施行のうえで各四半期に必要な前払、出来高払、精算払の額を記載のこと。  
        ７．繰越をした事業については、別葉とすること。
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様式８（第１６条関係） 
 
                         番      号 
                                                令和 年 月 日 
 
 
         環 境 大 臣  殿 
 
 
              補助事業者 住    所 
                    氏名又は名称 
                    代表者の職・氏名       
 
 

令和 年度山岳等受入環境改善等事業費補助金に係る事業実績報告書 
 
  令和 年 月 日付け環自国発第 号をもって山岳等受入環境改善等事業費補助金の交

付決定を受けた補助事業に係る実績について、山岳等受入環境改善等事業費補助金交付要

綱 （令和〇年〇月〇日付け環自国発第〇号）第１６条の規定に基づき、次のとおり関係書

類を添えて報告する。 
 
１．国庫補助精算額        金        円也 

  （うち消費税及び地方消費税相当額       円） 

２．補助事業の実施状況 

３．補助金精算額調書（別紙１） 

     （１）補助事業の内容 

     （２）補助事業の効果 

４．事業実績報告書（別紙２） 

５．添付書類 

     （１）写真（工程等がわかるもの） 

     （２）その他の参考資料（領収書等を含む） 

６．本件責任者及び担当者の氏名、連絡先等 

 （１）責任者の所属部署・職名・氏名 

 （２）担当者の所属部署・職名・氏名 

 （３）連絡先（電話番号・Ｅメールアドレス）
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（別紙１）                                                                       
補 助 金 精 算 額 調 書 

                                                                   
 
                                                                                                         補助事業者  住    所 
                                                                                                        氏名又は名称 
                                                                                                代表者の職・氏名           
 
 
  （事業名：                                     ）                                                                                           （単位：円） 

 
(事業区分 ) 
 総事業費 
 
 
  (Ａ) 
 

 
寄付金その

他の収入額 
 
 
   (Ｂ) 

 
差 引 額 

 
 
 (Ｃ)＝ 
(A)－(B) 

 
補助対象 
経費の実 
支出額 
 
  (Ｄ) 

 
基準額 

 
 
 
  （Ｅ） 

  
選定額 

 
 
 
  （Ｆ） 

 
国庫補助 
基 本 額 
 
 
  （Ｇ） 

 
補助率 
 
 
 
 
（Ｈ） 

 
国庫補助 
所 要 額 
 
 
  (Ｉ) 

 
仕入係る

消費税等 
相当額 
 
 （Ｊ） 
 

 
要国庫

補助金

額 
 
（Ｋ）

＝ 
(I)－(J) 
 

 
国庫補助 
交付決定 
額 
 
  (Ｌ) 
 

 
国庫補助 
受入済額 
 
 
  (Ｍ) 
 

 
差引 
過不足額 
 
(Ｎ)＝ 
(M)-(K) 
 

 
 
  
  
  備考 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

             

     
（注）    １．「総事業費」欄は、補助事業に要したすべての経費を記入すること。                     責任者の所属部署・職名・氏名 
          ２．「基準額」欄は、環境大臣が必要と認めた額を記入すること。                          担当者の所属部署・職名・氏名 
          ３．「選定額」欄は、（Ｄ）欄と（Ｅ）欄とを比較していずれか少ない方の額を記入すること。 連絡先（電話番号・Ｅメールアドレス） 
          ４．「国庫補助基本額」欄は、（Ｃ）欄と（Ｆ）欄とを比較して少ない方の額を記入すること。 
          ５．「国庫補助所要額」欄は、（Ｇ）欄に記載された額に（Ｈ）欄の補助率を乗じて得た額を記入すること。 
          ６．（Ｊ）欄には当該補助金に係る仕入に係る消費税等相当額が明らかな場合については、その額を記入すること。ただし、当該補助金等相当額がない場合は、備考欄

に該当無」と、明らかでない場合には「未確定」と記入すること。 
     ７．「要国庫補助金額」欄は、算出された額に 1,000 円未満の端数が生じた場合にはこれを切り捨てるものとする。 
          ８．「国庫補助交付決定額」欄は、既に交付決定を受けた額を記入すること。 
          ９．「国庫補助受入済額」欄は、（Ｉ）欄のうち交付決定を実際に受け入れた額を記入すること。 
          10． 各欄とも消費税及び地方消費税相当分を含んだ額とすること。
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（別紙２） 

事 業 実 績 報 告 書 

 
 

記載項目 記入欄 

申請者名  

公園名（地種等）  

公園事業の名称及び住所  

公園事業執行者名  

維持管理協定先の有無 

（有の場合、締結先の事業者名及び住所） 

 

事業実施の目的  

事業内容（施工方法、規模、予算等）  

実施方法  

実施期間  

関係法令等の手続き状況  

備考  

 
 
（注）１．本様式は、交付要綱第４条に掲げる事業について作成すること  
   ２．次の書類を添付すること。 
        ①補助事業完成後の施設の全景写真及び補助対象事業の成果物を示す資料 
     ②経費対象となる契約書及び請求書の写 
         ③補助対象区域の設計図 
         ④事業費の内訳書 
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様式９（第１７条関係） 

  
番      号 

                                                          
 

令和 年度山岳等受入環境改善等事業費補助金交付額確定通知書 
 
 
                補助事業者 住    所 
                      氏名又は名称 
                      代表者の職・氏名           
 
  令和 年 月 日付け環自国発第 号にて交付決定した令和 年度山岳等受入環境改善

等事業費補助金については、令和 年 月 日付け第 号にて提出のあった事業実績報告

に基づき、下記のとおり確定したので、山岳等受入環境改善等事業費補助金交付要綱（令

和〇年〇月〇日付け環自国発第〇号）第１７条第１項の規定により通知する。 
 
  令和 年 月 日 
 
 
                      環境大臣  ○ ○ ○ ○ 
 

記 
 

確 定 額        金      円 
 
 

（本件担当官の氏名、連絡先等） 

 担当官の所属部署・職名・氏名 

 連絡先（電話番号・Ｅメールアドレス） 
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様式１０（第１８条関係） 

番     号 
年  月  日 

 環境大臣 殿 
 

補助事業者 住    所 
                氏名又は名称 
                代表者の職・氏名                
 

令和  年度山岳等受入環境改善等事業費補助金（精算払・概算払）請求書 
 
 令和 年 月 日付け環自国発第   号で交付決定（交付額確定）の通知を受けた山岳等

受入環境改善等事業費補助金の（精算払・概算払）を受けたいので、山岳等受入環境改善

等事業費補助金交付要綱第１８条第２項の規定に基づき下記のとおり請求します。 
記 
 

１ 請求金額            金                  円 
 
２ 請求金額の内訳 
  （精算払の場合）                                                (単位：千円) 

    
 
 

交 付 決 定 額 
 

確   定   額 
(A) 

概 算 払 受 領 済 額 
(B) 

差 引 請 求 額 
(A)－(B) 

            

  （概算払の場合）                                                (単位：千円) 

    
 
 

交 付 決 定 額 
      (A) 

概 算 払 受 領 済 額 
(B) 

今 回 請 求 額 
       (C) 

 残 額 
 (A)－(B)－(C) 

            

 
３ 振込先の金融機関等                                     

 金融機関名 支 店 名 預金の種別 口座番号 名義（フリガナ） 

     

 
４ 精算払・概算払を必要とする理由 

 

５．本件責任者及び担当者の氏名、連絡先等 
 （１）責任者の所属部署・職名・氏名 
 （２）担当者の所属部署・職名・氏名 
 （３）連絡先（電話番号・Ｅメールアドレス） 

様式１１（第２０条関係） 
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取得財産等管理台帳（令和 年度） 
 

財 産 名 

（備品等名） 

規 格 

 

数量 

 

単 価 

(円) 

金 額 

(円) 

取 得

年月日 

耐用 

年数 

設置又は 

保管場所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注１ 対象となる取得財産等は、取得価格又は効用の増加価格が山岳等受入環境改善等事

業費補助金交付要綱第２１条第１項に規定する処分制限額以上の財産とする。 
 ２ 数量は、同一規格等であれば一括して記載して差し支えない。単価が異なる場合は

分割して記載すること。 
 ３ 取得年月日は、検収年月日を記載すること。 
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様式１２（第２３条関係） 

 
                               第      号 
                                                           令和 年 月 日 
 
      環 境 大 臣  殿 
 
                補助事業者 住    所 
                      氏名又は名称 
                      代表者の職・氏名           
 

令和 年度山岳等受入環境改善等事業費補助金の 
消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書 

 
 令和 年 月 日付け環自国発第 号により交付決定があった山岳等受入環境改善等事

業費補助金について、山岳等受入環境改善等事業費補助金交付要綱（令和〇年〇月〇日付

け環自国発第〇号）第２３条第１項の規定に基づき、次のとおり報告する。 
 
１．補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第１５条に基づく額の確定額又は事 

業実績報告額（令和 年 月 日付け 第  号による額の確定通知額） 
                                   金              円 
２．補助金の確定時に減額した仕入に係る消費税等相当額 
                     金              円 
３．消費税及び地方消費税の申告により確定した仕入に係る消費税等相当額 
                     金              円 
４．補助金返還相当額（３－２）       金                 円 
 
５．参考となるその他書類（３．の金額の積算の内訳等） 
 
６．本件責任者及び担当者の氏名、連絡先等 
 （１）責任者の所属部署・職名・氏名 
 （２）担当者の所属部署・職名・氏名 
 （３）連絡先（電話番号・Ｅメールアドレス） 
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様式１３（第２６条関係） 
番                 号 
令和  年   月   日 

 
      環  境  大  臣    殿 
 
                補助事業者 住    所 
                      氏名又は名称 
                      代表者の職・氏名           
 

 令和    年度山岳等受入環境改善等事業費補助金 
完了予定期日変更及び繰越報告書 

 

市 区 町 村 名 事  業  費 

 
補助基本額 補助率 国庫補助金 

   

事業着手年月日 国庫補助指令済額 
補 助 金 受 入 調 書 

補助繰越予定額 
受入済額 受入予定額 計 

 ｲ     円 円 円 ﾛ    円 ｲ-ﾛ    円 

３月３１日まで事業費支払確定予定額の算出の基礎 ﾎ 
 
事 業 費 
繰越予定額 
 

事業完了予定日 

ﾊ 事業支払義務確定額 ﾆ 
事業費 
支払予定額 

ﾊ+ﾆ 3 月 31 日

まで事業費支払

確定予定額 

現申請 
 
 
今回申請 支払済額 支払義務額 計 

円 円 円 円 円 円 

事 業 費 支 出 予 定 額 年 度 別 内 訳 

費 目 工 種 
当初事業内容 当該年度支払 

確 定 予 定 額 
翌 年 度 
繰 越 予 定 額 摘  要 

規模及び構造 金額 数量 金額 数量 金額 
 

   円  円  円 
 

繰 越 の 理 由 
 

そ の 他 の 
参 考 事 項 
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（本件責任者及び担当者の氏名、連絡先等） 
 （１）責任者の所属部署・職名・氏名 
 （２）担当者の所属部署・職名・氏名 
 （３）連絡先（電話番号・Ｅメールアドレス） 
 
（注）１．「事業費」、「国庫補助指令済額」、「補助金受入調書」、「補助金繰越予定

額」、「３月３１日まで事業費支払確定予定額の算出の基礎」及び「事業費繰

越予定額」には、消費税及び地方消費税相当額を含む。 
      ２．「受入予定額」とは、３月３１日までの事業費支払確定予定額に相当する補助

額から「受入済額」を控除した額をいう。 
   ３．「事業支払義務確定額  ﾊ 」とは、補助対象事業が既に完成された分（法律上

の給付行為）に対する事業費の支払済額及び支払義務額（現在までの支払義務

確定額）をいう。 
      ４．「事業費支払予定額  ﾆ 」とは、補助対象事業の未完成部分について３月３１

日までに完成の見込のある事業に要する費用をいう。 
      ５．「事業費繰越予定額  ﾎ 」とは、「補助基本額」から３月３１日までの事業費

支払確定予定額を控除した額をいう。 
      ６．「事業費支払予定額年度別内訳」の記載事項については、補助申請書の事業費

明細書の該当部分を記載すること。 
      ７． 本報告書提出後、繰越額確定計算書作成までの間に変動があった場合は、速            

やかに訂正のうえ提出すること。 


